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第 4章 診療用放射線の防護 

第 1節 届出 

 (法第 15 条第 3項の厚生労働省令で定める場合） 

第24条 法第15条第3項の厚生労働省令で定める場合は，次に掲げる場合とする． 

(１) 病院又は診療所に，診察の用に供する 1メガ電子ボルト以上のエネルギーを

有する電子線又はエックス線の発生装置（以下「診療用高エネルギー放射線発

生装置」という．）を備えようとする場合 

(２) 病院又は診療所に，放射線を放出する同位元素若しくはその化合物又はこれ

らの含有物であって放射線を放出する同位元素の数量及び濃度が別表 2に定め

る数量（以下「下限数量」という．）及び濃度を超えるもの（以下「放射性同

位元素」という．）で密封されたものを装備している診療の用に供する照射機

器で，その装備する放射性同位元素の数量が下限数量に 1000 を乗じて得た数

量を超えるもの（第 6号に定める機器を除く．以下「診療用放射線照射装置」

という．）を備えようとする場合 

(３) 病院又は診療所に，密封された放射性同位元素を装備している診療の用に供

する照射機器でその装備する放射性同位元素の数量が下限数量に 1000 を乗じ

て得た数量以下のもの（第 6号に定める機器を除く．以下「診療用放射線照射

器具」という．）を備えようとする場合 

(４) 病院又は診療所に，診療用放射線照射器具であってその装備する放射性同位

元素の物理的半減期が 30 日以下のものを備えようとする場合 

(５) 病院又は診療所に，前号に規定する診療用放射線照射器具を備えている場合 

(６) 病院又は診療所に，密封された放射性同位元素を装備している診療の用に供

する機器のうち，厚生労働大臣が定めるもの（以下「放射性同位元素装備診療

機器」という．）を備えようとする場合 

(７) 病院又は診療所に，医薬品又は薬事法第 2条第 15 項に規定する治験の対象と

される薬物（以下この号において「治験薬」という．）である放射性同位元素

で密封されていないもの（放射性同位元素であって，陽電子放射断層撮影装置

による画像診断（以下「陽電子断層撮影診療」という．）に用いるもの（以下

「陽電子断層撮影診療用放射性同位元素」という．）のうち，医薬品又は治験

薬であるものを除く．以下「診療用放射性同位元素」という．）を備えようと

する場合又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素を備えようとする場合 

(８) 病院又は診療所に，診療用放射性同位元素又は陽電子断層撮影診療用放射性

同位元素を備えている場合 

(９) 第 24 条の 2第 2号から第 5号までに掲げる事項を変更した場合 

(10) 第 25 条第 2号から第 5号までに掲げる事項，第 26 条第 2から第 4号までに
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掲げる事項，第 27 条第 1 項第 2 号から第 4 号までに掲げる事項，第 4 号に該

当する場合における第 27 条第 1 項第 3 号及び第 4 号並びに同条第 2 項第 2 号

に掲げる事項，第 27 条の 2第 2号から第 4号に掲げる事項又は第 28 条第 1項

第 3号から第 5号までに掲げる事項を変更しようとする場合 

(11) 病院又は診療所に，エックス線装置，診療用高エネルギー放射線発生装置，

診療用放射線照射装置，診療用放射線照射器具又は放射性同位元素装備診療機

器を備えなくなった場合 

(12) 病院又は診療所に，診療用放射性同位元素又は陽電子断層撮影診療用放射性

同位元素を備えなくなった場合 

(エックス線装置の届出) 

第 24 条の 2 病院又は診療所に診療の用に供するエックス線装置（定格出力の管電

圧（波高値とする．以下同じ．）が 10 キロボルト以上であり，かつ，その有す

るエネルギーが 1メガ電子ボルト未満のものに限る．以下「エックス線装置」

という．）を備えたときの法第 15 条第 3 項の規定による届出は，10 日以内に，

次に掲げる事項を記載した届出書を提出することによって行うものとする． 

(１) 病院又は診療所の名称及び所在地 

(２) エックス線装置の製作者名，型式及び台数 

(３) エックス線高電圧発生装置の定格出力 

(４) エックス線装置及びエックス線診療室のエックス線障害の防止に関する構造

設備及び予防措置の概要 

(５) エックス線診療に従事する医師，歯科医師，診療放射線技師又は診療エック

ス線技師の氏名及びエックス線診療に関する経歴 

（診療用高エネルギー放射線発生装置の届出） 

第 25 条 第 24 条第 1号に該当する場合の法第 15 条第 3項の規定による届出は，あ

らかじめ，次に掲げる事項を記載した届出書を提出することによって行うもの

とする． 

(１) 病院又は診療所の名称及び所在地 

(２) 診療用高エネルギー放射線発生装置の製作者名，型式及び台数 

(３) 診療用高エネルギー放射線発生装置の定格出力 

(４) 診療用高エネルギー放射線発生装置及び診療用高エネルギー放射線発生装置

使用室の放射線障害の防止に関する構造設備及び予防措置の概要 

(５) 診療用高エネルギー放射線発生装置を使用する医師，歯科医師又は診療放射

線技師の氏名及び放射線診療に関する経歴 

(６) 予定使用開始時期 

(診療用放射線照射装置の届出） 

第 26 条 第 24 条第 2号に該当する場合の法第 15 条第 3項の規定による届出は，あ
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らかじめ，次に掲げる事項を記載した届出書を提出することによって行うもの

とする． 

(１) 病院又は診療所の名称及び所在地 

(２) 診療用放射線照射装置の製作者名，型式及び個数並びに装備する放射性同位

元素の種類及びベクレル単位をもって表した数量 

(３) 診療用放射線照射装置，診療用放射線照射装置使用室，貯蔵施設及び運搬容

器並びに診療用放射線照射装置により治療を受けている患者を入院させる病

室の放射線障害の防止に関する構造設備及び予防措置の概要 

(４) 診療用放射線照射装置を使用する医師，歯科医師又は診療放射線技師の氏名

及び放射線診療に関する経歴 

(５) 予定使用開始時期 

(診療用放射線照射器具の届出） 

第 27 条 第 24 条第 3号に該当する場合の法第 15 条第 3項の規定による届出は，あ

らかじめ，次に掲げる事項を記載した届出書を提出することによって行うもの

とする． 

(１) 病院又は診療所の名称及び所在地 

(２) 診療用放射線照射器具の型式及び個数並びに装備する放射性同位元素の種類

及びベクレル単位をもって表した数量 

(３) 診療用放射線照射器具使用室，貯蔵施設及び運搬容器並びに診療用放射線照

射器具により治療を受けている患者を入院させる病室の放射線障害の防止に

関する構造設備及び予防措置の概要 

(４) 診療用放射線照射器具を使用する医師，歯科医師又は診療放射線技師の氏名

及び放射線診療に関する経歴 

(５) 予定使用開始時期 

2 前項の規定にかかわらず，第 24 条第 4号に該当する場合の法第 15 条第 3項の規

定による届出は，あらかじめ，前項第 1 号，第 3 号及び第 4 号に掲げる事項の

ほか，次に掲げる事項を記載した届出書を提出することによって行うものとす

る． 

(１) その年に使用を予定する診療用放射線照射器具の型式及び箇数並びに装備す

る放射性同位元素の種類及びベクレル単位をもって表した数量 

(２) ベクレル単位をもって表した放射性同位元素の種類ごとの最大貯蔵予定数量

及び 1日の最大使用予定数量 

(３) 第 24 条第 5号に該当する場合の法第 15 条第 3項の規定による届出は，毎年

12 月 20 日までに，翌年において使用を予定する当該診療用放射線照射器具に

ついて第 1項第 1号及び前項第 1号に掲げる事項を記載した届出書を提出する

ことによって行うものとする． 
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(放射性同位元素装備診療機器の届出） 

第27条の2 第24条第6号に該当する場合の法第15条第3項の規定による届出は，

あらかじめ，次に掲げる事項を記載した届出書を提出することによって行うも

のとする． 

(１) 病院又は診療所の名称及び所在地 

(２) 放射性同位元素装備診療機器の製作者名，型式及び台数並びに装備する放射

性同位元素の種類及びベクレル単位をもって表した数量 

(３) 放射性同位元素装備診療機器使用室の放射線障害の防止に関する構造設備及

び予防措置の概要 

(４) 放射線を人体に対して照射する放射性同位元素装備診療機器にあっては当該

機器を使用する医師，歯科医師又は診療放射線技師の氏名及び放射線診療に関

する経歴 

(５) 予定使用開始時期 

(診療用放射性同位元素又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素の届出） 

第 28 条 第 24 条第 7号に該当する場合の法第 15 条第 3項の規定による届出は，あ

らかじめ，次に掲げる事項を記載した届出書を提出することによって行うもの

とする． 

(１) 病院又は診療所の名称及び所在地 

(２) その年に使用を予定する診療用放射性同位元素又は陽電子断層撮影診療用放

射性同位元素の種類，形状及びベクレル単位をもって表した数量 

(３) べクレル単位をもって表した診療用放射性同位元素又は陽電子断層診療用放

射性同位元素の種類ごとの最大貯蔵予定数量，1日の最大使用予定数量及び 3 

  月間の最大使用予定数量 

(４) 診療用放射性同位元素使用室，陽電子断層撮影診療用放射性同位元素使用室，

貯蔵施設，運搬容器及び廃棄施設並びに診療用放射性同位元素又は陽電子断層

撮影診療用放射性同位元素により治療を受けている患者を入院させる病室の

放射線障害の防止に関する構造設備及び予防措置の概要 

(５) 診療用放射性同位元素又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素を使用する

医師又は歯料医師の氏名及び放射線診療に関する経歴 

2 第 24 条第 8 号に該当する場合の法第 15 条第 3 項の規定による届出は，毎年 12

月 20 日までに，翌年において使用を予定する診療用放射性同位元素又は陽電子

断層撮影診療用放射性同位元素について前項第 1 号及び第 2 号に掲げる事項を

記載した届出書を提出することによって行うものとする． 

(変更等の届出） 

第 29 条 第 24 条第 9号又は第 11 号に該当する場合の法第 15 条第 3項の規定によ

る届出は，10 日以内に，その旨を記載した届出書を提出することによって行う
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ものとする． 

2 第 24 条第 10 号に該当する場合の法第 15 条第 3項の規定による届出は，あらか

じめ，その旨を記載した届出書を提出することによって行うものとする． 

3 第 24 条第 12 号に該当する場合の法第 15 条第 3項の規定による届出は，10 日以

内にその旨を記載した届出書を，30 日以内に第 30 条の 24 各号に掲げる措置の

概要を記載した届出書を提出することによって行うものとする． 

第 2 節 エックス線装置等の防護 
(エックス線装置の防護） 

第 30 条 エックス線装置は，次に掲げる障害防止の方法を講じたものでなければな

らない． 

(１) エックス線管の容器及び照射筒は，利用線錐以外のエックス線量が次に掲げ

る自由空気中の空気カーマ率（以下「空気カーマ率」という．）になるように

しゃへいすること． 

イ 定格管電圧が 50 キロボルト以下の治療用エックス線装置にあっては，エ

ックス線装置の接触可能表面から 5 センチメートルの距離において，1.0 ミ

リグレイ毎時以下 

ロ 定格管電圧が 50 キロボルトを超える治療用エックス線装置にあっては，

エックス線管焦点から 1 メートルの距離において 10 ミリグレイ毎時以下か

つエックス線装置の接触可能表面から 5 センチメートルの距離において 300

ミリグレイ毎時以下 

ハ 定格管電圧が 125 キロボルト以下の口内法撮影用エックス線装置にあって

は，エックス線管焦点から 1メートルの距離において，0.25 ミリグレイ毎時

以下 

ニ イからハまでに掲げるエックス線装置以外のエックス線装置にあっては，

エックス線管焦点から 1メートルの距離において，1.0 ミリグレイ毎時以下 

ホ コンデンサ式エックス線高電圧装置にあっては，充電状態であって，照射

時以外のとき，接触可能表面から 5センチメートルの距離において，20 マイ

クログレイ毎時以下 

(２) エックス線装置には，次に掲げる利用線錐の総濾過となるような附加濾過板

を付すること． 

イ 定格管電圧が 70 キロボルト以下の口内法撮影用エックス線装置にあって

は，アルミニウム当量 1.5 ミリメートル以上 

ロ 定格管電圧が 50 キロボルト以下の乳房撮影用エックス線装置にあっては，

アルミニウム当量 0.5 ミリメートル以上又はモリブデン当量 0.03 ミリメー

トル以上 
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ハ 輸血用血液照射エックス線装置，治療用エックス線装置及びイ及びロに掲

げるエックス線装置以外のエックス線装置にあっては，アルミニウム当量

2.5 ミリメートル以上 

2 透視用エックス線装置は，前項に規定するもののほか，次に掲げる障害防止の方

法を講じたものでなければならない． 

(１) 透視中の患者への入射線量率は，患者の入射面の利用線錐の中心における空

気カーマ率が，50 ミリグレイ毎分以下になるようにすること．ただし，操作者

の連続した手動操作のみで作動し，作動中連続した警告音等を発するようにし

た高線量率透視制御を備えた装置にあっては，125 ミリグレイ毎分以下になる

ようにすること． 

(２) 透視時間を積算することができ，かつ，透視中において一定時間が経過した

場合に警告音等を発することができるタイマーを設けること． 

(３) エックス線管焦点皮膚間距離が 30 センチメートル以上になるような装置又

は当該皮膚焦点間距離未満で照射することを防止するインターロックを設け

ること．ただし，手術中に使用するエックス線装置のエックス線管焦点皮膚間

距離については，20 センチメートル以上にすることができる． 

(４) 利用するエックス線管焦点受像器間距離において，受像面を超えないように

エックス線照射野を絞る装置を備えること．ただし，次に掲げるときは，受像

面を越えるエックス線照射野を許容するものとする． 

イ 受像面が円形でエックス線照射野が矩形の場合において，エックス線照射

野が受像面に外接する大きさを超えないとき． 

ロ 照射方向に対して垂直な受像面上で直交する 2本の直線を想定した場合に

おいて，それぞれの直線におけるエックス線照射野の縁との交点及び受像面

の縁との交点の間の距離（以下この条において「交点間距離」という．）の

和がそれぞれ焦点受像器間距離の 3パーセントを超えず，かつ，これらの交

点間距離の総和が焦点受像器間距離の 4パーセントを超えないとき． 

(５) 利用線錐中の蛍光板，イメージインテンシファイア等の受像器を通過したエ

ックス線の空気カーマ率が，利用線錐中の蛍光板，イメージインテンシファイ

ア等の受像器の接触可能表面から 10 センチメートルの距離において，150 マイ

クログレイ毎時以下になるようにすること． 

(６) 透視時の最大受像面を 3.0 センチメートル超える部分を通過したエックス線

の空気カーマ率が，当該部分の接触可能表面から 10 センチメートルの距離に

おいて，150 マイクログレイ毎時以下になるようにすること． 

(７) 利用線錐以外のエックス線を有効にしゃへいするための適切な手段を講じる

こと． 

3 撮影用エックス線装置（胸部集検用間接撮影エックス線装置を除く．）は，第 1
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項に規定するもののほか，次に掲げる障害防止の方法（CT エックス線装置にあ

っては第 1 号に掲げるものを，骨塩定量分析エックス線装置にあっては第 2 号

に掲げるものを除く．）を講じたものでなければならない． 

(１) 利用するエックス線管焦点受像器間距離において，受像面を超えないように

エックス線照射野を絞る装置を備えること．ただし，次に掲げるときは受像面

を超えるエックス線照射野を許容するものとし，又は口内法撮影用エックス線

装置にあっては照射筒の端におけるエックス線照射野の直径が 6.0 センチメー

トル以下になるようにするものとし，乳房撮影用エックス線装置にあってはエ

ックス線照射野について患者の胸壁に近い患者支持器の縁を超える広がりが 5

ミリメートルを超えず，かつ，受像面の縁を超えるエックス線照射野の広がり

が焦点受像器間距離の 2パーセントを超えないようにするものとすること． 

イ 受像面が円形でエックス線照射野が矩形の場合において，エックス線照射

野が受像面に外接する大きさを超えないとき． 

ロ 照射方向に対し垂直な受像面上で直交する 2本の直線を想定した場合にお

いて，それぞれの直線における交点間距離の和がそれぞれ焦点受像器間距離

の 3パーセントを超えず，かつ，これらの交点間距離の総和が焦点受像器間

距離の 4パーセントを超えないとき． 

(２) エックス線管焦点皮膚間距離は，次に掲げるものとすること．ただし，拡大

撮影を行う場合（ヘに掲げる場合を除く．）にあっては，この限りでない． 

イ 定格管電圧が 70 キロボルト以下の口内法撮影用エックス線装置にあって

は，15 センチメートル以上 

ロ 定格管電圧が 70 キロボルトを超える口内法撮影用エックス線装置にあっ

ては，20 センチメートル以上 

ハ 歯科用パノラマ断層撮影装置にあっては，15 センチメートル以上 

ニ 移動型及び携帯型エックス線装置にあっては，20 センチメートル以上 

ホ CT エックス線装置にあっては，15 センチメートル以上 

ヘ 乳房撮影用エックス線装置（拡大撮影を行う場合に限る．）にあっては，

20 センチメートル以上 

ト イからヘまでに掲げるエックス線装置以外のエックス線装置にあっては，

45 センチメートル以上 

(３) 移動型及び携帯型エックス線装置及び手術中に使用するエックス線装置にあ

っては，エックス線管焦点及び患者から 2メートル以上離れた位置において操

作できる構造とすること． 

4 胸部集検用間接撮影エックス線装置は，第 1項に規定するもののほか，次に掲げ

る障害防止の方法を講じたものでなければならない． 

(１) 利用線錐が角錐型となり，かつ，利用するエックス線管焦点受像器間距離に
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おいて，受像面を超えないようにエックス線照射野を絞る装置を備えること．

ただし，照射方向に対し垂直な受像面上で直交する 2本の直線を想定した場合

において，それぞれの直線における交点間距離の和がそれぞれ焦点受像器間距

離の 3パーセントを超えず，かつ，これらの交点間距離の総和が焦点受像器間

距離の 4パーセントを超えないときは，受像面を超えるエックス線照射野を許

容するものとすること． 

(２) 受像器の一次防護しゃへい体は，装置の接触可能表面から 10 センチメートル

の距離における自由空気中の空気カーマ（以下「空気カーマ」という．）が，1

ばく射につき 1.0 マイクログレイ以下になるようにすること． 

(３) 被照射体の周囲には，箱状のしゃへい物を設けることとし，そのしゃへい物

から 10 センチメートルの距離における空気カーマが，1ばく射につき 1.0 マイ

クログレイ以下になるようにすること．ただし，エックス線装置の操作その他

の業務に従事する者が照射時に室外へ容易に退避することができる場合にあ

っては，この限りでない． 

5 治療用エックス線装置（近接照射治療装置を除く．）は，第 1項に規定する障害

防止の方法を講ずるほか，濾過板が引き抜かれたときは，エックス線の発生を

遮断するインターロックを設けたものでなければならない． 

(診療用高エネルギー放射線発生装置の防護） 

第 30 条の 2 診療用高エネルギー放射線発生装置は，次に掲げる障害防止の方法を

講じたものでなければならない． 

(１) 発生管の容器は，利用線錐以外の放射線量が利用線錐の放射線量の 1000 分の

1以下になるようにしゃへいすること． 

(２) 照射終了直後の不必要な放射線からの被ばくを低減するための適切な防護措

置を講ずること． 

(３) 放射線発生時にその旨を自動的に表示する装置を付すること． 

(４) 診療用高エネルギー放射線発生装置使用室の出入口が開放されているときは，

放射線の発生を遮断するインターロックを設けること． 

(診療用放射線照射装置の防護） 

第 30 条の 3 診療用放射線照射装置は，次に掲げる障害防止の方法を講じたもので

なければならない． 

(１) 放射線源の収納容器は，照射口が閉鎖されているときにおいて，1 メートル

の距離における空気カーマ率が 70 マイクログレイ毎時以下になるようにしゃ

へいすること． 

(２) 放射線障害の防止に必要な場合にあっては，照射口に適当な二次電子濾過板

を設けること． 

(３) 照射口は，診療用放射線照射装置使用室の室外から遠隔操作によって開閉で
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きる構造のものとすること．ただし，診療用放射線照射装置の操作その他の業

務に従事する者を防護するための適当な装置を設けた場合にあっては，この限

りでない． 

第 3 節 エックス線診療室等の構造設備 
(エックス線診療室） 

第 30 条の 4 エックス線診療室の構造設備の基準は，次のとおりとする． 

(１) 天井，床及び周囲の画壁（以下「画壁等」という．）は，その外側における実

効線量が 1週間につき 1ミリシーベルト以下になるようにしゃへいすることが

できるものとすること．ただし，その外側が，人が通行し，又は停在すること

のない場所である画壁等については，この限りでない． 

(２) エックス線診療室の室内には，エックス線装置を操作する場所を設けないこ

と．ただし，第 30 条第 4項第 3号に規定する箱状のしゃへい物を設けたとき，

又は近接透視撮影を行うとき，若しくは乳房撮影を行う等の場合であって必要

な防護物を設けたときは，この限りでない． 

(３) エックス線診療室である旨を示す標識を付すること． 

(診療用高エネルギー放射線発生装置使用室） 

第 30 条の 5 診療用高エネルギー放射線発生装置使用室の構造設備の基準は，次の

とおりとする． 

(１) 画壁等は，その外側における実効線量が 1週間につき 1ミリシーベルト以下

になるようにしゃへいすることができるものとすること．ただし，その外側が，

人が通行し，又は停在することのない場所である画壁等については，この限り

でない． 

(２) 人が常時出入する出入口は，1 箇所とし，当該出入口には，放射線発生時に

自動的にその旨を表示する装置を設けること． 

(３) 診療用高エネルギー放射線発生装置使用室である旨を示す標識を付すること． 

(診療用放射線照射装置使用室） 

第30条の6 診療用放射線照射装置使用室の構造設備の基準は，次のとおりとする． 

(１) 主要構造部等（主要構造部並びにその場所を区画する壁及び柱をいう．以下

同じ．）は，耐火構造又は不燃材料を用いた構造とすること． 

(２) 画壁等は，その外側における実効線量が 1週間につき 1ミリシーベルト以下

になるようにしゃへいすることができるものとすること．ただし，その外側が，

人が通行し，又は停在することのない場所である画壁等については，この限り

でない． 

(３) 人が常時出入する出入口は，1 箇所とし，当該出入口には，放射線発生時に

自動的にその旨を表示する装置を設けること． 
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(４) 診療用放射線照射装置使用室である旨を示す標識を付すること． 

(診療用放射線照射器具使用室） 

第30条の7 診療用放射線照射器具使用室の構造設備の基準は，次のとおりとする． 

(１) 画壁等は，その外側における実効線量が 1週間につき 1ミリシーベルト以下

になるようにしゃへいすることができるものとすること．ただし，その外側が，

人が通行し，又は停在することのない場所である画壁等については，この限り

でない． 

(２) 人が常時出入する出入口は，1箇所とすること． 

(３) 診療用放射線照射器具使用室である旨を示す標識を付すること． 

(放射性同位元素装備診療機器使用室） 

第 30 条の 7の 2 放射性同位元素装備診療機器使用室の構造設備の基準は，次のと

おりとする． 

(１) 主要構造部等は，耐火構造又は不燃材料を用いた構造とすること． 

(２) 扉等外部に通ずる部分には，かぎその他閉鎖のための設備又は器具を設ける

こと． 

(３) 放射性同位元素装備診療機器使用室である旨を示す標識を付すること． 

(４) 間仕切りを設けることその他の適切な放射線障害の防止に関する予防措置を

講ずること． 

(診療用放射性同位元素使用室) 

第30条の8 診療用放射性同位元素使用室の構造設備の基準は，次のとおりとする． 

(１) 主要構造部等は，耐火構造又は不燃材料を用いた構造とすること． 

(２) 診療用放射性同位元素の調剤等を行う室（以下「準備室」という．）とこれを

用いて診療を行う室とに区画すること． 

(３) 画壁等は，その外側における実効線量が 1週間につき 1ミリシーベルト以下

になるようにしゃへいすることができるものとすること．ただし，その外側が，

人が通行し，又は停在することのない場所である画壁等については，この限り

ではない． 

(４) 人が常時出入する出入口は，1箇所とすること． 

(５) 診療用放射性同位元素使用室である旨を示す標識を付すること． 

(６) 内部の壁，床その他放射性同位元素によって汚染されるおそれのある部分は，

突起物，くぼみ及び仕上材の目地等のすきまの少ないものとすること． 

(７) 内部の壁，床その他放射性同位元素によって汚染されるおそれのある部分の

表面は，平滑であり，気体又は液体が浸透しにくく，かつ，腐食しにくい材料

で仕上げること． 

(８) 出入口の付近に放射性同位元素による汚染の検査に必要な放射線測定器，放

射性同位元素による汚染の除去に必要な器材及び洗浄設備並びに更衣設備を
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設けること． 

(９) 準備室には，洗浄設備を設けること． 

(10) 前 2 号に規定する洗浄設備は，第 30 条の 11 第 1 項第 2号の規定により設け

る排水設備に連結すること． 

(11) 準備室に気体状の放射性同位元素又は放射性同位元素によって汚染された物

のひろがりを防止するフード，グローブボックス等の装置が設けられていると

きは，その装置は，第 30 条の 11 第 1 項第 3号の規定により設ける排気設備に

連結すること． 

(陽電子断層撮影診療用放射性同位元素使用室) 

第 30条の8の2 陽電子断層撮影診療用放射性同位元素使用室の構造設備の基準は，

次のとおりとする． 

(１) 主要構造部等は，耐火構造又は不燃材料を用いた構造とすること． 

(２) 陽電子断層撮影診療用放射性同位元素の調剤等を行う室（以下「陽電子準備

室」という．），これを用いて診療を行う室及び陽電子断層撮影診療用放射性同

位元素が投与された患者等が待機する室に区画すること． 

(３) 画壁等は，その外側における実効線量が 1週間につき 1ミリシーベルト以下

になるようにしゃへいすることができるものとすること．ただし，その外側が，

人が通行し，又は停在することのない場所である画壁等については，この限り

でない． 

(４) 人が常時出入りする出入口は，1箇所とすること． 

(５) 陽電子断層撮影診療用放射性同位元素使用室である旨の標識を付すること． 

(６) 陽電子断層撮影診療用放射性同位元素使用室の室内には，陽電子放射断層撮

影装置を操作する場所を設けないこと． 

(７) 内部の壁，床その他放射性同位元素によって汚染されるおそれのある部分は，

突起物，くぼみ及び仕上材の目地等のすきまの少ないものとすること． 

(８) 内部の壁，床その他放射性同位元素によって汚染されるおそれのある部分の

表面は，平滑であり，気体又は液体が浸透しにくく，かつ，腐食しにくい材料

で仕上げること． 

(９) 出入口の付近に放射性同位元素による汚染の検査に必要な放射線測定器，放

射性同位元素による汚染の除去に必要な器材及び洗浄設備並びに更衣設備を

設けること． 

(10) 陽電子準備室には，洗浄設備を設けること． 

(11) 前 2 号に規定する洗浄設備は，第 30 条の 11 第 1 項第 2号の規定によって設

ける排水設備に連結すること． 

(12） 陽電子準備室に気体状の放射性同位元素又は放射性同位元素によって汚染さ

れた物のひろがりを防止するフード，グローブボックス等の装置が設けられて
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いるときは，その装置は，第 30 条の 11 第 1 項第 3号の規定により設ける排気

設備に連結すること． 

(貯蔵施設） 

第 30 条の 9 診療用放射線照射装置，診療用放射線照射器具，診療用放射性同位元

素又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素を貯蔵する施設（以下「貯蔵施設」

という．）の構造設備の基準は，次のとおりとする． 

(１) 貯蔵室，貯蔵箱等外部と区画された構造のものとすること． 

(２) 貯蔵施設の外側における実効線量が 1週間につき 1ミリシーベルト以下にな

るようにしゃへいすることができるものとすること．ただし，貯蔵施設の外側

が，人が通行し，又は停在することのない場所である場合は，この限りでない． 

(３) 貯蔵室は，その主要構造部等を耐火構造とし，その開口部には，建築基準法

施行令第 112 条第 1項に規定する特定防火設備に該当する防火戸を設けること．

ただし，診療用放射線照射装置又は診療用放射線照射器具を耐火性の構造の容

器に入れて貯蔵する場合は，この限りでない． 

(４) 貯蔵箱等は，耐火性の構造とすること．ただし，診療用放射線照射装置又は

診療用放射線照射器具を耐火性の構造の容器に入れて貯蔵する場合は，この限

りでない． 

(５) 人が常時出入する出入口は，1箇所とすること． 

(６) 扉，ふた等外部に通ずる部分には，かぎその他閉鎖のための設備又は器具を

設けること． 

(７) 貯蔵施設である旨を示す標識を付すること． 

(８) 貯蔵施設には，次に定めるところに適合する貯蔵容器を備えること．ただし，

扉，ふた等を開放した場合において1メートルの距離における実効線量率が100

マイクロシーベルト毎時以下になるようにしゃへいされている貯蔵箱等に診

療用放射線照射装置又は診療用放射線照射器具を貯蔵する場合は，この限りで

ない． 

イ 貯蔵時において 1メートルの距離における実効線量率が 100 マイクロシー

ベルト毎時以下になるようにしゃへいすることができるものとすること． 

ロ 容器の外における空気を汚染するおそれのある診療用放射性同位元素又

は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素を入れる貯蔵容器は，気密な構造と

すること． 

ハ 液体状の診療用放射性同位元素又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元

素を入れる貯蔵容器は，こぼれにくい構造であり，かつ，液体が浸透しにく

い材料を用いること． 

ニ 貯蔵容器である旨を示す標識を付し，かつ，貯蔵する診療用放射線照射装

置若しくは診療用放射線照射器具に装備する放射性同位元素又は貯蔵する
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診療用放射性同位元素若しくは陽電子断層撮影診療用放射性同位元素の種

類及びベクレル単位をもって表した数量を表示すること． 

(９) 受皿，吸収材その他放射性同位元素による汚染のひろがりを防止するための

設備又は器具を設けること． 

(運搬容器） 

第 30 条の 10 診療用放射線照射装置，診療用放射線照射器具，診療用放射性同位

元素又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素を運搬する容器（以下「運搬容

器」という．）の構造の基準については，前条第 8 号イからニまでの規定を準

用する． 

(廃棄施設） 

第 30 条の 11 診療用放射性同位元素，陽電子断層撮影診療用放射性同位元素又は

放射性同位元素によって汚染された物（以下「医療用放射性汚染物」という．）

を廃棄する施設（以下「廃棄施設」という．）の構造設備の基準は，次のとお

りとする． 

(１) 廃棄施設の外側における実効線量が 1週間につき 1ミリシーベルト以下にな

るようにしゃヘいすることができるものとすること．ただし，廃棄施設の外側

が，人が通行し，又は停在することのない場所である場合は，この限りでない． 

(２) 液体状の医療用放射性汚染物を排水し，又は浄化する場合には，次に定める

ところにより，排水設備（排水管，排液処理槽その他液体状の医療用放射性汚

染物を排水し，又は浄化する一連の設備をいう．以下同じ．）を設けること． 

イ 排水口における排液中の放射性同位元素の濃度を第 30 条の 26 第 1 項に定

める濃度限度以下とする能力又は排水監視設備を設けて排水中の放射性同

位元素の濃度を監視することにより，病院又は診療所の境界（病院又は診療

所の境界に隣接する区域に人がみだりに立ち入らないような措置を講じた

場合には，その区域の境界とする．以下同じ．）における排水中の放射性同

位元素の濃度を第 30 条の 26 第 1 項に定める濃度限度以下とする能力を有す

るものであること． 

ロ 排液の漏れにくい構造とし，排液が浸透しにくく，かつ，腐食しにくい材

料を用いること． 

ハ 排液処理槽は，排液を採取することができる構造又は排液中における放射

性同位元素の濃度が測定できる構造とし，かつ，排液の流出を調節する装置

を設けること． 

ニ 排液処理槽の上部の開口部は，ふたのできる構造とするか，又はさくその

他の周囲に人がみだりに立ち入らないようにするための設備（以下「さく等」

という．）を設けること． 

ホ 排水管及び排液処理槽には，排水設備である旨を示す標識を付すること． 
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(３) 気体状の医療用放射性汚染物を排気し，又は浄化する場合には，次に定める

ところにより，排気設備（排風機，排気浄化装置，排気管，排気口等気体状の

医療用放射性汚染物を排気し，又は浄化する一連の設備をいう．以下同じ．）

を設けること．ただし，作業の性質上排気設備を設けることが著しく困難な場

合であって，気体状の放射性同位元素を発生し，又は放射性同位元素によって

空気を汚染するおそれのないときは，この限りでない． 

イ 排気口における排気中の放射性同位元素の濃度を第 30 条の 26 第 1 項に定

める濃度限度以下とする能力又は排気監視設備を設けて排気中の放射性同

位元素の濃度を監視することにより，病院又は診療所の境界の外の空気中の

放射性同位元素の濃度を第 30 条の 26 第 1項に定める濃度限度以下とする能

力を有するものであること． 

ロ 人が常時立ち入る場所における空気中の放射性同位元素の濃度を第 30 条

の 26 第 2項に定める濃度限度以下とする能力を有するものとすること． 

ハ 気体の漏れにくい構造とし，腐食しにくい材料を用いること． 

ニ 故障が生じた場合において放射性同位元素によって汚染された物の広が

りを急速に防止することができる装置を設けること． 

ホ 排気浄化装置，排気管及び排気口には，排気設備である旨を示す標識を付

すること． 

(４) 医療用放射性汚染物を焼却する場合には，次に掲げる設備を設けること． 

イ 次に掲げる要件を満たす焼却炉 

1) 気体が漏れにくく，かつ，灰が飛散しにくい構造であること． 

2) 排気設備に連結された構造であること． 

3) 当該焼却炉の焼却残さの搬出口が廃棄作業室（医療用放射性汚染物を焼

却したのちその残さを焼却炉から搬出し，又はコンクリートその他の固型

化材料により固型化（固型化するための処理を含む．）する作業を行う室

をいう．以下この号において同じ．）に連結していること． 

ロ 次に掲げる要件を満たす廃棄作業室 

1) 当該廃棄作業室の内部の壁，床その他放射性同位元素によって汚染され

るおそれのある部分が突起物，くぼみ及び仕上材の目地等のすきまの少な

い構造であること． 

2) 当該廃棄作業室の内部の壁，床その他放射性同位元素によって汚染され

るおそれのある部分の表面が平滑であり，気体又は液体が浸透しにくく，

かつ，腐食しにくい材料で仕上げられていること． 

3) 当該廃棄作業室に気体状の医療用放射性汚染物の広がりを防止するフ

ード，グローブボックス等の装置が設けられているときは，その装置が排

気設備に連結していること． 



 15 

4) 廃棄作業室である旨を示す標識が付されていること． 

ハ 次に掲げる要件を満たす汚染検査室（人体又は作業衣，履物，保護具等人

体に着用している物の表面の放射性同位元素による汚染の検査を行う室を

いう．） 

1) 人が通常出入りする廃棄施設の出入口の付近等放射性同位元素による

汚染の検査を行うのに最も適した場所に設けられていること． 

2) 当該汚染検査室の内部の壁，床その他放射性同位元素によって汚染され

るおそれのある部分がロの 1）及び 2）に掲げる要件を満たしていること． 

3) 洗浄設備及び更衣設備が設けられ，汚染の検査のための放射線測定器及

び汚染の除去に必要な器材が備えられていること． 

4) 3)の洗浄設備の排水管が排水設備に連結していること． 

5) 汚染検査室である旨を示す標識が付されていること． 

(５) 医療用放射性汚染物を保管廃棄する場合（次号に規定する場合を除く．）には，

次に定めるところにより，保管廃棄設備を設けること． 

イ 外部と区画された構造とすること． 

ロ 保管廃棄設備の扉，ふた等外部に通ずる部分には，かぎその他閉鎖のため

の設備又は器具を設けること． 

ハ 保管廃棄設備には，第 30 条の 9 第 8 号ロ及びハに定めるところに適合す

る耐火性の構造である容器を備え，当該容器の表面に保管廃棄容器である旨

を示す標識を付すること． 

ニ 保管廃棄設備である旨を示す標識を付すること． 

(６) 陽電子断層撮影診療用放射性同位元素（厚生労働大臣の定める種類ごとにそ

の 1日最大使用数量が厚生労働大臣の定める数量以下であるものに限る．以下

この号において同じ．）又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素によって汚

染された物を保管廃棄する場合には，陽電子断層撮影診療用放射性同位元素又

は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素によって汚染された物以外の物が混

入し，又は付着しないように封及び表示をし，当該陽電子断層撮影診療用放射

性同位元素の原子の数が 1を下回ることが確実な期間として厚生労働大臣が定

める期間を超えて管理区域内において行うこと． 

2 前項第2号イ又は第3号イに規定する能力を有する排水設備又は排気設備を設け

ることが著しく困難な場合において，病院又は診療所の境界の外における実効

線量を 1 年間につき 1 ミリシーベルト以下とする能力を排水設備又は排気設備

が有することにつき厚生労働大臣の承認を受けた場合においては，同項第 2 号

イ又は第 3 号イの規定は適用しない．この場合において，排水口若しくは排水

監視設備のある場所において排水中の放射性同位元素の数量及び濃度を監視し，

又は排気口若しくは排気監視設備のある場所において排気中の放射性同位元素
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の数量及び濃度を監視することにより，病院又は診療所の境界の外における実

効線量を 1年間につき 1ミリシーベルト以下としなくてはならない． 

3 前項の承認を受けた排水設備又は排気設備がその能力を有すると認められなく

なったときは，厚生労働大臣は当該承認を取り消すことができる． 

4 第1項6号の規定により保管廃棄する陽電子断層撮影診療用放射性同位元素又は

陽電子断層撮影診療用放射性同位元素によって汚染された物については，同号

の厚生労働大臣が定める期間を経過した後は，陽電子断層撮影診療用放射性同

位元素又は放射性同位元素によって汚染された物ではないものとする． 

(放射線治療病室） 

第 30 条の 12 診療用放射線照射装置，診療用放射線照射器具，診療用放射性同位

元素又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素により治療を受けている患者

を入院させる病室（以下「放射線治療病室」という．）の構造設備の基準は，

次のとおりとする． 

(１) 画壁等の外側の実効線量が 1週間につき 1ミリシーベルト以下になるように

画壁等その他必要なしゃへい物を設けること．ただし，その外側が，人が通行

し，若しくは停在することのない場所であるか又は放射線治療病室である画壁

等については，この限りでない． 

(２) 放射線治療病室である旨を示す標識を付すること． 

(３) 第 30 条の 8第 6号から第 8号までに定めるところに適合すること．ただし，

第 30 条の 8 第 8 号の規定は，診療用放射線照射装置又は診療用放射線照射器

具により治療を受けている患者のみを入院させる放射線治療病室については，

適用しない． 

第 4 節 管理者の義務 
(注意事項の掲示） 

第 30 条の 13 病院又は診療所の管理者は，エックス線診療室，診療用高エネルギ

ー放射線発生装置使用室，診療用放射線照射装置使用室，診療用放射線照射器

具使用室，放射性同位元素装備診療機器使用室，診療用放射性同位元素使用室，

陽電子断層撮影診療用放射性同位元素使用室，貯蔵施設，廃棄施設及び放射線

治療病室（以下「放射線取扱施設」という．）の目につきやすい場所に，放射

線障害の防止に必要な注意事項を掲示しなければならない． 

(使用の場所等の制限） 

第 30 条の 14 病院又は診療所の管理者は，次の表の左欄に掲げる業務を，それぞ

れ同表の中欄に掲げる室若しくは施設において行い，又は同欄に掲げる器具を

用いて行わなければならない．ただし，次の表の右欄に掲げる場合に該当する

場合は，この限りでない．  
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エックス線装置の使用 エックス線診療室 特別の理由により移動し

て使用する場合又は特別

の理由により診療用高エ

ネルギー放射線発生装置

使用室，診療用放射線照射

装置使用室，診療用放射線

照射器具使用室，診療用放

射性同位元素使用室若し

くは陽電子断層撮影診療

用放射性同位元素使用室

において使用する場合（適

切な防護措置を講じた場

合に限る．） 
診療用高エネルギー放射

線発生装置の使用 
診療用高エネルギー放射

線発生装置使用室 
特別の理由により移動し

て手術室で使用する場合

（適切な防護措置を講じ

た場合に限る．） 
診療用放射線照射装置の

使用 
診療用放射線照射装置使

用室 
特別の理由によりエック

ス線診療室，診療用放射性

同位元素使用室又は陽電

子断層撮影診療用放射性

同位元素使用室で使用す

る場合（適切な防護措置を

講じた場合に限る．） 
診療用放射線照射器具の

使用 
診療用放射線照射器具使

用室 
特別の理由によりエック

ス線診療室，診療用放射線

照射装置使用室，診療用放

射性同位元素使用室若し

くは陽電子断層撮影診療

用放射性同位元素使用室

で使用する場合（適切な防

護措置を講じた場合に限

る．），手術室において一時

的に使用する場合，移動さ

せることが困難な患者に

対して放射線治療病室に
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おいて使用する場合又は

適切な防護措置及び汚染

防止措置を講じた上で集

中強化治療室若しくは心

疾患強化治療室において

一時的に使用する場合 
放射性同位元素装備診療

機器の使用 
放射性同位元素装備診療

機器使用室 
第 30 条の 7 の 2 に定める

構造設備の基準に適合す

る室において使用する場

合 
診療用放射性同位元素の

使用 
診療用放射性同位元素使

用室 
手術室において一時的に

使用する場合，移動させる

ことが困難な患者に対し

て放射線治療病室におい

て使用する場合，適切な防

護措置及び汚染防止措置

を講じた上で集中強化治

療室若しくは心疾患強化

治療室において一時的に

使用する場合又は特別の

理由により陽電子断層撮

影診療用放射性同位元素

使用室で使用する場合（適

切な防護措置を講じた場

合に限る．） 
陽電子断層撮影診療用放

射性同位元素の使用 
陽電子断層撮影診療用放

射性同位元素使用室 
 

診療用放射線照射装置，診

療用放射線照射器具，診療

用放射性同位元素又は陽

電子断層撮影診療用放射

性同位元素の貯蔵 

貯蔵施設  
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診療用放射線照射装置，診

療用放射線照射器具，診

療用放射性同位元素又は

陽電子断層撮影診療用放

射性同位元素の運搬 

運搬容器  

医療用放射性汚染物の廃

棄 
廃棄施設  

(診療用放射性同位元素等の廃棄の委託） 

第 30 条の 14 の 2 病院又は診療所の管理者は，前条の規定にかかわらず，医療用

放射性汚染物の廃棄を，次条に定める位置，構造及び設備に係る技術上の基準

に適合する医療用放射性汚染物の詰替えをする施設（以下「廃棄物詰替施設」

という．），医療用放射性汚染物を貯蔵する施設（以下「廃棄物貯蔵施設」とい

う．）又は廃棄施設を有する者であって別に厚生労働省令で指定するものに委

託することができる． 

2 前項の指定を受けようとする者は，次の事項を記載した申請書を厚生労働大臣に

提出しなければならない． 

(１) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては，その代表者の氏名 

(２) 廃棄事業所の所在地 

(３) 廃棄の方法 

(４) 廃棄物詰替施設の位置，構造及び設備 

(５) 廃棄物貯蔵施設の位置，構造，設備及び貯蔵能力 

(６) 廃棄施設の位置，構造及び設備 

3 第 1 項の指定には，条件を付することができる． 

4 前項の条件は，放射線障害を防止するため必要最小限度のものに限り，かつ，指

定を受ける者に不当な義務を課することとならないものでなければならない． 

5 厚生労働大臣は，第 1項の指定を受けた者が第 3項の指定の条件に違反した場合

又はその者の有する廃棄物詰替施設，廃棄物貯蔵施設若しくは廃棄施設が第 1 

項の技術上の基準に適合しなくなったときは，その指定を取り消すことができ

る． 

第 30 条の 14 の 3 廃棄物詰替施設の位置，構造及び設備に係る技術上の基準は，

次のとおりとする． 

(１) 地崩れ及び浸水のおそれの少ない場所に設けること． 

(２) 建築基準法第 2条第 1号に規定する建築物又は同条第 4号に規定する居室が

ある場合には，その主要構造部等は，耐火構造又は不燃材料を用いた構造とす

ること． 

(３) 次の表の左欄に掲げる実効線量をそれぞれ同表の右欄に掲げる実効線量限度
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以下とするために必要なしゃへい壁その他のしゃへい物を設けること． 

 

施設内の人が常時立ち入る場所において人が被ば

くするおそれのある実効線量 
1 週間につき 1 ミリシーベルト

廃棄事業所の境界（廃棄事業所の境界に隣接する区

域に人がみだりに立ち入らないような措置を講じ

た場合には，その区域の境界）及び廃棄事業所内の

人が居住する区域における実効線量 

3 月間につき 250マイクロシー

ベルト 

 

(４) 医療用放射性汚染物で密封されていないものの詰替をする場合には，第 30

条の 11 第 1 項第 4 号ロに掲げる要件を満たす詰替作業室及び同号ハに掲げる

要件を満たす汚染検査室を設けること． 

(５) 管理区域（外部放射線の線量，空気中の放射性同位元素の濃度又は放射性同

位元素によって汚染される物の表面の放射性同位元素の密度が第 30 条の 26 第

3 項に定める線量，濃度又は密度を超えるおそれのある場所をいう．以下同じ．）

の境界にはさく等を設け，管理区域である旨を示す標識を付すること． 

(６) 放射性同位元素を経口摂取するおそれのある場所での飲食又は喫煙を禁止す

る旨の標識を付すること． 

2 廃棄物貯蔵施設の位置，構造及び設備に係る技術上の基準は，次のとおりとする． 

(１) 地崩れ及び浸水のおそれの少ない場所に設けること． 

(２) 第30条の9第3号本文に掲げる要件を満たす貯蔵室又は同条第4号本文に掲

げる要件を満たす貯蔵箱を設け，それぞれ貯蔵室又は貯蔵箱である旨を示す標

識を付すること． 

(３)  前項第 3 号に掲げる要件を満たすしゃへい壁その他のしゃへい物を設ける

こと． 

(４) 次に掲げる要件を満たす医療用放射性汚染物を入れる貯蔵容器を備えること． 

イ 容器の外における空気を汚染するおそれのある医療用放射性汚染物を入

れる貯蔵容器は，気密な構造とすること． 

ロ 液体状の医療用放射性汚染物を入れる貯蔵容器は，液体がこぼれにくい構

造とし，かつ，液体が浸透しにくい材料を用いること． 

ハ 液体状又は固体状の医療用放射性汚染物を入れる貯蔵容器で，き裂，破損

等の事故の生ずるおそれのあるものには，受皿，吸収材その他医療用放射性

汚染物による汚染の広がりを防止するための設備又は器具を設けること． 

ニ 貯蔵容器である旨を示す標識を付すること． 

(５) 貯蔵室又は貯蔵箱の扉，ふた等外部に通ずる部分には，かぎその他の閉鎖の 

ための設備又は器具を設けること．  
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(６) 管理区域の境界には，さく等を設け，管理区域である旨を示す標識を付する

こと． 

(７) 放射性同位元素を経口摂取するおそれのある場所での飲食又は喫煙を禁止す

る旨の標識を付すること． 

3 前条第 1項に掲げる廃棄施設の位置，構造及び設備に係る技術上の基準は，次の

とおりとする． 

(１) 地崩れ及び浸水のおそれの少ない場所に設けること． 

(２) 主要構造部等は，耐火構造又は不燃材料を用いた構造とすること． 

(３) 第 1項第 3号に掲げる要件を満たすしゃへい壁その他のしゃへい物を設ける

こと 

(４) 液体状又は気体状の医療用放射性汚染物を廃棄する場合には，第 30 条の 11

第 1 項第 2号に掲げる要件を満たす排水設備又は同項第 3号に掲げる要件を満

たす排気設備を設けること． 

(５) 医療用放射性汚染物を焼却する場合には，第 30 条の 11 第 1 項第 3号に掲げ

る要件を満たす排気設備，同項第 4号イに掲げる要件を満たす焼却炉，同号ロ

に掲げる要件を満たす廃棄作業室及び同号ハに掲げる要件を満たす汚染検査

室を設けること． 

(６)  医療用放射性汚染物をコンクリートその他の固形化材料により固形化する場

合には，次に掲げる要件を満たす固形化処理設備（粉砕装置，圧縮装置，混合

装置，詰込装置等医療用放射性汚染物をコンクリートその他の固形化材料によ

り固形化する設備をいう．）を設けるほか，第 30 条の 11 第 1 項第 3 号に掲げ

る要件を満たす排気設備，同項第 4号ロに掲げる要件を満たす廃棄作業室及び

同号ハに掲げる要件を満たす汚染検査室を設けること． 

イ 医療用放射性汚染物が漏れ又はこぼれにくく，かつ，粉じんが飛散しにく

い構造とすること． 

ロ 液体が浸透しにくく，かつ，腐食しにくい材料を用いること． 

 (７)  医療用放射性汚染物を保管廃棄する場合には，次に掲げる要件を満たす保管

廃棄設備を設けること． 

イ 外部と区画された構造とすること． 

ロ 扉，ふた等外部に通ずる部分には，かぎその他の閉鎖のための設備又は器

具を設けること． 

ハ 耐火性の構造で，かつ，前項第 4号に掲げる要件を満たす保管廃棄容器を

備えること．ただし，放射性同位元素によって汚染された物が大型機械等で

あってこれを容器に封入することが著しく困難な場合において，汚染の広が

りを防止するための特別の措置を講ずるときは，この限りでない． 

ニ 保管廃棄設備である旨を示す標識を付すること． 



22 

(８)  管理区域の境界には，さく等を設け，管理区域である旨を示す標識を付する

こと． 
(９)  放射性同位元素を経口摂取するおそれのある場所での飲食又は喫煙を禁止す

る旨の標識を付すること． 
4 第 30 条の 11 第 2項及び第 3項の規定は，前項第 4号から第 6号までの排水設 

備又は排気設備について準用する．この場合において，同条第 2項中「前項第 2

号イ」とあるのは「前項第 4 号から第 6 号までに掲げる排水設備又は排気設備

について，第 30 条の 11 第 1項第 2号イ」と，「病院又は診療所」とあるのは「廃

棄施設」と読み替えるものとする． 

 (患者の入院制限） 

第 30 条の 15 病院又は診療所の管理者は，診療用放射線照射装置若しくは診療用

放射線照射器具を持続的に体内に挿入して治療を受けている患者又は診療用

放射性同位元素若しくは陽電子断層撮影診療用放射性同位元素により治療を

受けている患者を放射線治療病室以外の病室に入院させてはならない．ただし，

適切な防護措置及び汚染防止措置を講じた場合にあっては，この限りでない． 

2 病院又は診療所の管理者は，放射線治療病室に，前項に規定する患者以外の患者

を入院させてはならない． 

(管理区域） 

第 30 条の 16 病院又は診療所の管理者は，病院又は診療所における管理区域に，

管理区域である旨を示す標識を付さなければならない．  

2 病院又は診療所の管理者は，前項の管理区域内に人がみだりに立ち入らないよう

な措置を講じなければならない． 

(敷地の境界等における防護） 

第 30 条の 17 病院又は診療所の管理者は，放射線取扱施設又はその周辺に適当な

しゃへい物を設ける等の措置を講ずることにより，病院又は診療所内の人が居

住する区域及び病院又は診療所の敷地の境界における線量を第 30 条の 26 第 4

項に定める線量限度以下としなければならない． 

(放射線診療従事者等の被ばく防止） 

第 30 条の 18 病院又は診療所の管理者は，第 1 号から第 3 号までに掲げる措置の

いずれか及び第 4号から第 6号までに掲げる措置を講ずるとともに，放射線診

療従事者等（エックス線装置，診療用高エネルギー放射線発生装置，診療用放

射線照射装置，診療用放射線照射器具，放射性同位元素装備診療機器，診療用

放射性同位元素又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素（以下この項におい

て「エックス線装置等」という．）の取扱い，管理又はこれに付随する業務に

従事する者であって管理区域に立ち入るものをいう．以下同じ．）が被ばくす

る線量が第 30 条の 27 に定める実効線量限度及び等価線量限度を超えないよう
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にしなければならない． 

(１) しゃへい壁その他のしゃへい物を用いることにより放射線のしゃへいを行う

こと． 

(２) 遠隔操作装置又は鉗子を用いることその他の方法により，エックス線装置等

と人体との間に適当な距離を設けること． 

(３) 人体が放射線に被ばくする時間を短くすること． 

(４) 診療用放射性同位元素使用室，陽電子断層撮影診療用放射性同位元素使用室，

貯蔵施設，廃棄施設又は放射線治療病室において放射線診療従事者等が呼吸す

る空気に含まれる放射性同位元素の濃度が第 30 条の 26 第 2 項に定める濃度限

度を超えないようにすること． 

(５) 診療用放射性同位元素使用室，陽電子断層撮影診療用放射性同位元素使用室，

貯蔵施設，廃棄施設又は放射線治療病室内の人が触れるものの放射性同位元素

の表面密度が第 30 条の 26 第 6項に定める表面密度限度を超えないようにする

こと． 

(６) 放射性同位元素を経口摂取するおそれのある場所での飲食又は喫煙を禁止す

ること． 

2 前項の実効線量及び等価線量は，外部放射線に被ばくすること（以下「外部被ば

く」という．）による線量及び人体内部に摂取した放射性同位元素からの放射線

に被ばくすること（以下「内部被ばくという．）による線量について次に定める

ところにより測定した結果に基づき厚生労働大臣の定めるところにより算定し

なければならない． 

(１) 外部被ばくによる線量の測定は，1センチメートル線量当量及び 70 マイクロ

メートル線量当量（中性子線については，1 センチメートル線量当量）を放射

線測定器を用いて測定することにより行うこと．ただし，放射線測定器を用い

て測定することが，著しく困難である場合には，計算によってこれらの値を算

出することができる． 

(２) 外部被ばくによる線量は，胸部（女子（妊娠する可能性がないと診断された

者及び妊娠する意思がない旨を病院又は診療所の管理者に書面で申し出た者

を除く．以下この号において同じ．）にあっては腹部）について測定すること．

ただし，体幹部（人体部位のうち，頭部，けい部，胸部，上腕部，腹部及び大

たい部をいう．以下同じ．）を頭部及びけい部，胸部及び上腕部並びに腹部及

び大たい部に 3区分した場合において，被ばくする線量が最大となるおそれの

ある区分が胸部及び上腕部（女子にあっては腹部及び大たい部）以外であると

きは，当該区分についても測定し，また，被ばくする線量が最大となるおそれ

のある人体部位が体幹部以外の部位であるときは，当該部位についても測定す

ること． 
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(３) 第 1号の規定にかかわらず，前号ただし書により体幹部以外の部位について

測定する場合は，70 マイクロメートル線量当量（中性子線については，1セン

チメートル線量当量）を測定すれば足りること． 

(４) 外部被ばくによる線量の測定は，管理区域に立ち入っている間継続して行う

こと． 

(５) 内部被ばくによる線量の測定は，放射性同位元素を誤って吸入摂取し，又は

経口摂取した場合にはその都度，診療用放射性同位元素使用室，陽電子断層撮

影診療用放射性同位元素使用室その他放射性同位元素を吸入摂取し，又は経口

摂取するおそれのある場所に立ち入る場合には，3 月を超えない期間ごとに 1

回（妊娠中である女子にあっては，本人の申出等により病院又は診療所の管理

者が妊娠の事実を知った時から出産までの間の 1 月を超えない期間ごとに 1

回），厚生労働大臣の定めるところにより行うこと． 

(患者の被ばく防止） 

第 30 条の 19 病院又は診療所の管理者は，しゃへい壁その他のしゃへい物を用い

る等の措置を講ずることにより，病院又は診療所内の病室に入院している患者

の被ばくする放射線（診療により被ばくする放射線を除く．）の実効線量が 3

月間につき 1.3 ミリシーベルトを超えないようにしなければならない． 

(取扱者の遵守事項） 

第 30 条の 20 病院又は診療所の管理者は，医療用放射性汚染物を取り扱う者に次

に掲げる事項を遵守させなければならない． 

(１) 診療用放射性同位元素使用室，陽電子断層撮影診療用放射性同位元素使用室

又は廃棄施設においては作業衣等を着用し，また，これらを着用してみだりに

これらの室又は施設の外に出ないこと． 

(２) 放射性同位元素によって汚染された物で，その表面の放射性同位元素の密度

が第 30 条の 26 第 6項に定める表面密度限度を超えているものは，みだりに診

療用放射性同位元素使用室，陽電子断層撮影診療用放射性同位元素使用室，廃

棄施設又は放射線治療病室から持ち出さないこと． 

(３) 放射性同位元素によって汚染された物で，その表面の放射性同位元素の密度

が第30条の26第 6項に定める表面密度限度の10分の1を超えているものは，

みだりに管理区域からもち出さないこと． 

2 病院又は診療所の管理者は，放射線診療を行う医師又は歯科医師に次に掲げる事

項を遵守させなければならない． 

(１) エックス線装置を使用しているときは，エックス線診療室の出入口にその旨

を表示すること． 

(２)  診療用放射線照射装置，診療用放射線照射器具，診療用放射性同位元素又は

陽電子断層撮影診療用放射性同位元素により治療を受けている患者には適当
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な標示を付すること． 

(エックス線装置等の測定） 

第 30 条の 21 病院又は診療所の管理者は，治療用エックス線装置，診療用高エネ

ルギー放射線発生装置及び診療用放射線照射装置について，その放射線量を 6

月を超えない期間ごとに 1 回以上線量計で測定し，その結果に関する記録を 5

年間保存しなければならない． 

(放射線障害が発生するおそれのある場所の測定） 

第 30 条の 22 病院又は診療所の管理者は，放射線障害の発生するおそれのある場

所について，診療を開始する前に 1回及び診療を開始した後にあっては 1月を

超えない期間ごとに 1回（第 1号に掲げる測定にあっては 6月を超えない期間

ごとに 1回，第 2号に掲げる測定にあっては排水し，又は排気する都度（連続

して排水し，又は排気する場合は，連続して））放射線の量及び放射性同位元

素による汚染の状況を測定し，その結果に関する記録を 5年間保存しなければ

ならない． 

(１) エックス線装置，診療用高エネルギー放射線発生装置，診療用放射線照射装

置又は放射性同位元素装備診療機器を固定して取り扱う場合であって，取扱い

の方法及びしゃへい壁その他しゃへい物の位置が一定している場合における

エックス線診療室，診療用高エネルギー放射線発生装置使用室，診療用放射線

照射装置使用室，放射性同位元素装備診療機器使用室，管理区域の境界，病院

又は診療所内の人が居住する区域及び病院又は診療所の敷地の境界における

放射線の量の測定 

(２) 排水設備の排水口，排気設備の排気口，排水監視設備のある場所及び排気監

視設備のある場所における放射性同位元素による汚染の状況の測定 

2 前項の規定による放射線の量及び放射性同位元素による汚染の状況の測定は，次

の各号に定めるところにより行う． 

(１) 放射線の量の測定は，1 センチメートル線量当量率又は 1 センチメートル線

量当量について行うこと．ただし，70 マイクロメートル線量当量率が 1センチ

メートル線量当量率又は 1 センチメートル線量当量の 10 倍を超えるおそれの

ある場所においては，70 マイクロメートル線量当量率について行うこと． 

(２) 放射線の量及び放射性同位元素による汚染の状況の測定は，これらを測定す

るために最も適した位置において，放射線測定器を用いて行うこと．ただし，

放射線測定器を用いて測定することが著しく困難である場合には，計算によっ

てこれらの値を算出することができる． 

(３) 前 2号の測定は，次の表の左欄に掲げる項目に応じてそれぞれ同表の右欄に

掲げる場所について行うこと． 
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項 目 場 所 

放射線の量 イ エックス線診療室，診療用高エネルギー放射線発生装置使用室，

診療用放射線照射装置使用室，診療用放射線照射器具使用室，放

射性同位元素装備診療機器使用室，診療用放射性同位元素使用室

及び陽電子断層撮影診療用放射性同位元素使用室 
ロ 貯蔵施設 
ハ 廃棄施股 
ニ 放射線治療病室 
ホ 管理区域の境界 
へ 病院又は診療所内の人が居住する区域 
ト 病院又は診療所の敷地の境界 

放射性同位

元素による

汚染の状況 

イ 診療用放射性同位元素使用室及び陽電子断層撮影診療用放射性

同位元素使用室 
ロ 診療用放射性同位元素又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元

素により治療を受けている患者を入院させる放射線治療病室 
ハ 排水設備の排水口 
ニ 排気設備の排気口 
ホ 排水監視設備のある場所 
ヘ 排気監視設備のある場所 
ト 管理区域の境界 

(記帳） 

第 30 条の 23 病院又は診療所の管理者は，帳簿を備え，次の表の左欄に掲げる室

ごとにそれぞれ同表の中欄に掲げる装置又は器具の 1週間当たりの延ベ使用時

間を記載し，これを 1年ごとに閉鎖し，閉鎖後 2年間保存しなければならない．

ただし，その室の画壁等の外側における実効線量率がそれぞれ次の表の右欄に

掲げる線量率以下になるようにしゃへいされている室については，この限りで

ない． 

治療用エックス線装置を使

用しないエックス線診療室 
治療用エックス線装置

以外のエックス線装置

40 マイクロシーベルト毎時

治療用エックス線装置を使

用するエックス線診療室 
エックス線装置 20 マイクロシーベルト毎時
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診療用高エネルギー放射線

発生装置使用室 
診療用高エネルギー放

射線発生装置 
20 マイクロシーベルト毎時

診療用放射線照射装置使用

室 
診療用放射線照射装置 20 マイクロシーベルト毎時

診療用放射線照射器具使用

室 
診療用放射線照射器具 60 マイクロシーベルト毎時

2 病院又は診療所の管理者は，帳簿を備え，診療用放射線照射装置，診療用放射線

照射器具，診療用放射性同位元素又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素の

入手，使用及び廃棄並びに放射性同位元素によって汚染された物の廃棄に関し，

次に掲げる事項を記載し，これを 1 年ごとに閉鎖し，閉鎖後 5 年間保存しなけ

ればならない． 

(１) 入手，使用又は廃棄の年月日 

(２) 入手，使用又は廃棄に係る診療用放射線照射装置又は診療用放射線照射器具

の型式及び個数 

(３) 入手，使用又は廃棄に係る診療用放射線照射装置又は診療用放射線照射器具

に装備する放射性同位元素の種類及びベクレル単位をもって表した数量 

(４) 入手，使用若しくは廃棄に係る医療用放射性汚染物の種類及びベクレル単位

をもって表した数量 

(５) 使用した者の氏名又は廃棄に従事した者の氏名並びに廃棄の方法及び場所 

(廃止後の措置） 

第 30 条の 24 病院又は診療所の管理者は，その病院又は診療所に診療用放射性同

位元素又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素を備えなくなったときは，30

日以内に次に掲げる措置を講じなければならない． 

(１) 放射性同位元素による汚染を除去すること． 

(２) 放射性同位元素によって汚染された物を譲渡し，又は廃棄すること． 

(事故の場合の措置） 

第 30 条の 25 病院又は診療所の管理者は，地震，火災その他の災害又は盗難，紛

失その他の事故により放射線障害が発生し，又は発生するおそれがある場合は，

ただちにその旨を病院又は診療所の所在地を管轄する保健所，警察署，消防署

その他関係機関に通報するとともに放射線障害の防止につとめなければなら

ない． 

第 5 節 限度 
(濃度限度等） 
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第 30 条の 26 第 30 条の 11 第 1 項第 2 号イ及び第 3 号イに規定する濃度限度は，

排液中若しくは排水中又は排気中若しくは空気中の放射性同位元素の 3月間に

ついての平均濃度が次に掲げる濃度とする． 

(１) 放射性同位元素の種類（別表第 3に掲げるものをいう．次号及び第 3号にお

いて同じ．）が明らかで，かつ，1種類である場合にあっては，別表第 3の第 1

欄に掲げる放射性同位元素の種類に応じて，排液中又は排水中の濃度について

は第 3欄，排気中又は空気中の濃度については第 4欄に掲げる濃度 

(２) 放射性同位元素の種類が明らかで，かつ，排液中若しくは排水中又は排気中

若しくは空気中にそれぞれ 2種類以上の放射性同位元素がある場合にあっては，

それらの放射性同位元素の濃度のそれぞれの放射性同位元素についての前号

の濃度に対する割合の和が 1となるようなそれらの放射性同位元素の濃度 

(３) 放射性同位元素の種類が明らかでない場合にあっては，別表第 3の第 3欄又

は第 4欄に掲げる排液中若しくは排水中の濃度又は排気中若しくは空気中の濃

度（それぞれ当該排液中若しくは排水中又は排気中若しくは空気中に含まれて

いないことが明らかである放射性物質の種類に係るものを除く．）のうち，最

も低いもの 

(４) 放射性同位元素の種類が明らかで，かつ，当該放射性同位元素の種類が別表

第 3に掲げられていない場合にあっては，別表第 4の第 1欄に掲げる放射性同

位元素の区分に応じて排液中又は排水中の濃度については第 3欄，排気中又は

空気中の濃度については第 4欄に掲げる濃度 

2 第 30条の 11第 1項第 3号ロ及び第30条の 18第 1項第 4号に規定する空気中の

放射性同位元素の濃度限度は，1週間についての平均濃度が次に掲げる濃度とす

る． 

(１) 放射性同位元素の種類（別表第 3に掲げるものをいう．次号及び第 3号にお

いて同じ．）が明らかで，かつ，1種類である場合にあっては，別表第 3の第 1

欄に掲げる放射性同位元素の種類に応じて，第 2欄に掲げる濃度 

(２) 放射性同位元素の種類が明らかで，かつ，空気中に 2種類以上の放射性同位

元素がある場合にあっては，それらの放射性同位元素の濃度のそれぞれの放射

性同位元素についての前号の濃度に対する割合の和が 1となるようなそれらの

放射性同位元素の濃度 

(３) 放射性同位元素の種類が明らかでない場合にあっては，別表第 3の第 2欄に

掲げる濃度（当該空気中に含まれていないことが明らかである放射性物質の種

類に係るものを除く．）のうち，最も低いもの 

(４) 放射性同位元素の種類が明らかで，かつ，当該放射性同位元素の種類が別表

第 3に掲げられていない場合にあっては，別表第 4の第 1欄に掲げる放射性同

位元素の区分に応じてそれぞれ第 2欄に掲げる濃度 
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3 管理区域に係る外部放射線の線量，空気中の放射性同位元素の濃度及び放射性同

位元素によって汚染される物の表面の放射性同位元素の密度は，次のとおりと

する． 

(１) 外部放射線の線量については，実効線量が 3月間につき 1.3 ミリシーベルト 

(２) 空気中の放射性同位元素の濃度については，3 月間についての平均濃度が前

項に規定する濃度の 10 分の 1 

(３) 放射性同位元素によって汚染される物の表面の放射性同位元素の密度につい

ては，第 6項に規定する密度の 10 分の 1 

(４) 第 1号及び第 2号の規定にかかわらず，外部放射線に被ばくするおそれがあ

り，かつ，空気中の放射性同位元素を吸入摂取するおそれがあるときは，実効

線量の第 1号に規定する線量に対する割合と空気中の放射性同位元素の濃度の

第 2号に規定する濃度に対する割合の和が 1となるような実効線量及び空気中

の放射性同位元素の濃度 

4 第 30 条の 17 に規定する線量限度は，実効線量が 3月間につき 250 マイクロシー

ベルトとする． 

5 第 1 項及び前項の規定については，同時に外部放射線に被ばくするおそれがあり，

又は空気中の放射性同位元素を吸入摂取し若しくは水中の放射性同位元素を経

口摂取するおそれがあるときは，それぞれの濃度限度又は線量限度に対する割

合の和が 1 となるようなその空気中若しくは水中の濃度又は線量をもって，そ

の濃度限度又は線量限度とする． 

6 第 30条の 18第 1項第 5号並びに第 30条の 20第 1項第 2号及び第3号に規定す

る表面密度限度は，別表第 5 の左欄に掲げる区分に応じてそれぞれ同表の右欄

に掲げる密度とする． 

(線量限度） 

第 30 条の 27 第 30 条の 18 第 1 項に規定する放射線診療従事者に係る実効線量限

度は，次のとおりとする．ただし，放射線障害を防止するための緊急を要する

作業に従事した放射線診療従事者等（女子については，妊娠する可能性がない

と診断された者及び妊娠する意思がない旨を病院又は診療所の管理者に書面

で申し出た者に限る．次項において「緊急放射線診療従事者等」という．）に

係る実効線量限度は，100 ミリシーベルトとする． 

(１) 平成13年 4月1日以後5年ごとに区分した各期間につき100ミリシーベルト 

(２) 4 月 1 日を始期とする 1年間につき 50 ミリシーベルト 

(３) 女子（妊娠する可能性がないと診断された者，妊娠する意思がない旨を病院

又は診療所の管理者に書面で申し出た者及び次号に規定する者を除く．）につ

いては，前 2 号に規定するほか，4 月 1 日，7 月 1 日，10 月 1 日及び 1 月 1 日

を始期とする各 3月間につき 5ミリシーベルト 
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(４) 妊娠中である女子については，第 1号及び第 2号に規定するほか，本人の申

出等により病院又は診療所の管理者が妊娠の事実を知った時から出産までの

間につき，内部被ばくについて 1ミリシーベルト 

2 第 30 条の 18 第 1項に規定する放射線診療従事者等に係る等価線量限度は，次の

とおりとする． 

(１) 眼の水晶体については，4 月 1 日を始期とする 1 年間につき 150 ミリシーベ

ルト（緊急放射線診療従事者等に係る眼の水晶体の等価線量限度は，300 ミリ

シーベルト） 

(２) 皮膚については，4月 1日を始期とする 1年間につき 500 ミリシーベルト（緊

急放射線診療従事者等に係る皮膚の等価線量限度は，1シーベルト） 

(３) 妊娠中である女子の腹部表面については，前項第 4号に規定する期間につき

2ミリシーベルト 

附 則 

(施行期日） 

1 この省令は，平成 13 年 4 月 1日から施行する． 

(経過措置） 

2 この省令による改正後の医療法施行規則第 28 条第 1 項第 3 号及び第 30 条の 26

第 1 項から第 5 項まで並びに別表第 3 及び別表第 4 の規定の適用については，

これらの規定にかかわらず，平成 15 年 3 月 31 日までの間は，なお従前の例に

よることができる． 

3 この省令の施行の際現に病院又は診療所に備えられているエックス線装置に対

するこの省令による改正後の医療法施行規則第 30 条の規定の適用については，

なお従前の例によることができる． 

別表第 2（抜粋）主な医療用核種の例 

 

核 種 化 学 形 等 数量（Bq) 濃度（Bq/g) 

  3H 
 11C 
 14C 
 13N 
 15O 
 18F 
 24Na 

 
一酸化物及び二酸化物 
一酸化物及び二酸化物以外のもの

 
 
 
 

1×109 

1×109 

1×107 

1×109 

1×109 

1×106 

1×105 

1×106 

1×101 

1×104 

1×102 

1×102 

1×101 

1×101 
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 32P 
 35S 
 47Ca 
 51Cr 
 59Fe 
 57Co 
 60Co 
 67Ga 
 68Ga 
 68Ge 
 81Rb 
 89Sr 
 90Sr 
 90Y 
 99Mo 
99mTc 
111In 
123I 
125I 
131I 
133Xe 
137Cs 
192Ir 
198Au 
201Tl 
226Ra 

 
蒸気以外のもの 
 
 
 
 
 
 
 
放射平衡中の子孫核種を含む 
 
 
放射平衡中の子孫核種を含む 
 
 
 
 
 
 
 
 
放射平衡中の子孫核種を含む 
 
 
 
放射平衡中の子孫核種を含む 

1×105 

1×108 

1×106 

1×107 

1×106 

1×106 

1×105 

1×106 

1×105 

1×105 

1×106 

1×106 

1×104 

1×105 

1×106 

1×107 

1×106 

1×107 

1×106 

1×106 

1×104 

1×104 

1×104 

1×106 

1×106 

1×104 

1×103 

1×105 

1×101 

1×103 

1×101 

1×102 

1×101 

1×102 

1×101 

1×101 

1×101 

1×103 

1×102 

1×103 

1×102 

1×102 

1×102 

1×102 

1×103 

1×102 

1×103 

1×101 

1×101 

1×102 

1×102 

1×101 

別表第 3 
 ―省略― 
 空気中濃度限度，排液中又は排水中の濃度限度，排気中又は空気中の濃度限度を

核種及び化学形毎に示しており各限度値は，放射線障害防止法告示別表第 1 と同じ 

別表第 4 
 ―省略― 
 放射性同位元素の種類が明らかで，かつ，当該放射性同位元素の種類が別表第 3
に掲げられていない場合の空気中濃度限度等を示しており，放射線障害防止法告示
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別表第 2 と同じ 

別表第 5 表面密度限度 

区 分 密度（Bq/cm2) 

α線を放出する放射性同位元素 
α線を放出しない放射性同位元素

 4 
40 

 


